
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 ３１号 

 
戸 手 交 流 館 
Tel ;  

fukuyama.hiroshima.jp

   

カラー版は 

こちらから 

講座実施の報告            社会教育活動事業 

 

  9 月 25 日（木）と 10 月 16 日（木）

に「知れば役立つお金にまつわる 

お勉強」の連続講座を行いました。「ふる

さと納税の基本からその仕組み」や、「税

金・社会保険の基本」「扶養の範囲、税法上

の壁、社会保険上の壁」などについて学び

ました。私たちが生活するうえでの知識を

広げるものとなりました。 講師 寺岡美貴さん 

（FP mama Friends） 



第３１号〔２〕         戸 手 交 流 館 だ よ り 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

             

 

 

 

 

 

 

  

個人負担金免除 

の対象者 

必要となる書類(証明書) 
※提示でよいためコピーは不要です。 

市民税非課税 

  世帯の 

  世帯員 

Ⓐ介護保険料決定通知書 
または特別徴収額決定通知書 

 

 
 
 
 

Ⓑ後期高齢者医療資格確認書  

 

 
 

 
 

©市民税非課税世帯の証明書 

  （医療機関用） 

生活保護受給者 Ⓓ休日・夜間等受診票 

中国残留邦人等の

支援給付受給者 
Ⓔ写真付きの本人確認証 

高齢者インフルエンザ予防接種 
は，インフルエンザの発病や 
重症化防止のために有効です。 
体調が良いときに早めに受けま
しょう。 

 

●実施期間 

１０月１日(水)実施開始～２０２６年１月３１日(土)《インフルエンザ》 

            ～２０２６年３月３１日(火)《新型コロナウイルス感染症》 

●実施場所 福山市内の実施協力医療機関 
●対 象 者 福山市に住民票のある人で 

      ◆６５歳以上の人 
      ◆６０歳以上６５歳未満の人であって、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能 

またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する人 

●個人負担金 ☆インフルエンザ   通常 4,000 円程度➡1,600 円 

      ☆新型コロナワクチン 4,700 円 

 

  
 

 
 

 

 

 

©市民税非課税世帯の証明書(医療機関用)は、戸手交流館で平日の９時～１２時の間にに 

発行できます。窓口に来られる方のご本人が確認できるもの(免許証・保険証等)をご持参 

ください。。代理の方の場合、委任状が必要となる場合があります。 

次のいずれかに該当する人は、 
個人負担金が免除になります。 

接種を受ける前に、 

「個人負担金免除の証明書」 
を取得して医療機関に提示してください。 
※該当しない人は、証明書を取得する必要は 

ありません。 

2025年度 
(令和７年度) 

始まって
います

【市外での接種】 
予防接種は、住民票のある市町村で受けるのが原則です。やむをえず福山市外で接種

する場合は「予防接種券(広島県内で接種する場合)」または「依頼書(広島県外で接種

する場合)」が必要です。必ず接種前に【問合せ先】へご相談ください。 

なお、広島県外で接種する場合は、一端全額個人負担で受けた後、一定の額を上限に

払戻しをする制度があります。詳しくは、次の問合せ先までお問い合わせください。 

問合せ先：保健予防課(084)928-1127・北部保健福祉課  TEL(084)976-1231  

●市民税非課税世帯の世帯員 

●生活保護受給者 

●中国残留邦人等の支援給付受給者 

※介護保険の被保険者の方に送付されて
いるものです。 
接種する年度の所得段階が０１～ 
０３段階のものに限ります。 

または 

※「任意記載事項」の「適用区分」欄
に「区Ⅰ」又は「区Ⅱ」と記載され
ている場合。 
接種日時時点で有効なものに限る。 

または 



２０２５年（令和７年）１１月１日（土）発行〔３〕第３１号 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重 平和を築く 第一歩 

１２月４日～１０日は、人権週間です 

秋の全国火災予防運動 

期間：１１月９日（日）から１１月１５日（土） 

『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』 

２０２５年度全国統一防火標語 

■地震が発生したら、 
次のとおり行動 
しましょう。 

９時の合図で、戸手学区全体の
避難訓練を戸手小学校で行い、 
１０時から、上戸手自治会の訓練
が別会場で行われます。 
 詳細は、別途配布の自主防災協
議会からのお知らせをご覧くだ
さい。 



2025年（令和７年）11月 1日（土）発行 〔４〕第３１号  
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンの実施月間です。」 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

次回の移動図書館 

日にち １１月１７日(月) 

    １２月１５日(月) 

時 間  いずれも１１：１０～１１：５０ 

場 所  戸 手 交 流 館 

とでふれあいプラザ  
駐車場 

フレイルチェック会 

 

 フレイルに早めに気づいて 

予防しましょう！ 

●と き  1２月 1５日（月） 13:30～15:30 

●ところ  あしだ交流館 

●対 象  おおむね 65 歳以上の市民 

●定 員  先着各 15 人（予約が必要） 

●持参物  屋内シューズ、飲み物、動きやすい服装 

（裸足で測定する項目があるため、裾を膝まで 

あげられるズボン・くつ下などでご参加ください。） 

他の日程や会場は 
こちらから☟ 

＜申込先＞ 健康推進課（11/1７から受付） 

 電話：084-928-3421 フレイル予防ローラ 

11 月一人一人のページへ 

→ 

未来への懸け橋であるこどもは、一人の人間
として尊重されるべき存在です。 
児童虐待は体罰を含み、こどもの心身に深刻

な影響を及ぼす重大な人権侵害です。 
本市では児童虐待に関する相談件数が増加 

しており、こどもの生きづらさは年々高まって
います。 
子どもの権利条約は、こどもを「権利を持つ

一人の人間」としてとらえ、その生命と生活を
守り、人権を尊重することを定めています。 
虐待する側も悩みを抱えている場合もある 

ことからも、保護者だけで抱え込まないよう、 
地域などで声掛けや支援を行い、社会全体で 

こどもを見守り、支えていくことが大切です。 

「虐待かも」と思ったら、 

児童相談所虐待対応ダイヤル 

「１８９（イチハヤク）」へ 


